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                 会 議 録 

 令和６年６月26日逗子市教育委員会６月定例会を逗子市役所５階第３会議室に招集した。 

 

◎ 出席者 

大河内   誠   教育長 

星 山 麻 木   教育長職務代理者 

若 林 順 子   教育委員 

福 田 幸 男   教育委員 

  

◎ 説明のため出席した者 

佐 藤 多佳子   教育部長 

福 井 昌 雄   教育部担当部長（子育て担当）・教育部次長（子育て担当）事務

取扱 

雲 林 隆 継   教育部次長・教育総務課長事務取扱 

小 野   憲   教育部参事（学校教育担当）・学校教育課長事務取扱 

佐 藤 仁 彦   社会教育課長 

藤 井 寿 成   療育教育総合センター長・こども発達支援センター長事務取扱 

野 口 智津子   療育教育総合センター主幹・教育研究相談センター所長事務取扱 

伊 藤 英 樹   子育て支援課長 

中 川 公 嗣   子育て支援課担当課長（青少年育成担当）・青少年育成係長・体

験学習施設長事務取扱 

椙 山 玲 奈   保育課長 

中 村 純 一   文化スポーツ課長 

 

◎ 事務局職員出席者 

松 下 亜紀子   教育総務課係長 

 

◎ 開会時刻    午後２時３０分 

◎ 閉会時刻    午後２時４３分 
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◎ 会議録署名委員決定  星山委員、若林委員 
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○大河内教育長 

 会議に先立ち、傍聴の皆様にお願いいたします。傍聴に際しては、入口に掲示されており

ます注意事項をお守りくださるようお願いいたします。なお、報道関係者以外の録音、写真

撮影につきましては、許可しておりませんので、御了承ください。また、教育委員会の議決

により、秘密会にすべき事項と思われる案件が出されたときには、退場いただく場合があり

ますので、御了承ください。 

○大河内教育長 

 本日の会議には高橋康委員から、所用のため欠席する旨の届けがありました。委員の皆様

には、午前中の学校訪問に引き続きの定例会となりますが、よろしくお願いいたします。 

定足数に達しておりますので、ただいまから令和６年逗子市教育委員会６月定例会を開会

いたします。 

 それでは会議に入ります。本日の会議日程はお手元に配付したとおりでございます。 

 会議規則により、本日の会議録署名委員は星山委員、若林委員にお願いいたします。 

 これより会議日程に入ります。 

 

◎日程第１「４月定例会会議録の承認について」 

○大河内教育長 

 日程第１「４月定例会会議録の承認について」を議題といたします。 

 委員にはお手元の会議録を御覧いただくようお願いいたします。 

 会議録について御異議ございませんか。 

（ 全員異議なし ） 

 御異議がないようですので、４月定例会会議録は承認いたします。 

 若林委員、福田委員は会議録に御署名ください。 

 

◎日程第２「教育長報告事項について」 

○大河内教育長 

 日程第２「教育長報告事項について」を議題といたします。 

４月、５月は教育長関連会議がたくさんございましたので、報告する内容がその分多かっ

たと思います。その後は議会対応がございましたので、教育長関連の会議はございませんで

した。 



 4 

続きまして、教育部長から報告をお願いします。 

○佐藤教育部長  

令和６年市議会第２回定例会の概要について御報告させていただきます。 

市議会第２回定例会は、６月６日から20日までの15日間を会期として開催されました。今

定例会には、報告４件、議案５件、陳情４件が上程されました。そのうち、教育委員会に係

る案件を中心に御報告いたします。 

まず、招集日の６月６日の本会議において会期が決定され、即決された専決処分の承認、

市長報告等５件の議案を除く、議案及び陳情につきましては、各常任委員会等に付託されま

した。 

また、昨年に引き続き、逗子市渡邉利三奨学金財団の経営状況につきまして、地方自治法

第243条の３第２項の規定により報告いたしました。 

７日は教育民生常任委員会が開催され、議案第34号逗子市子ども・子育て会議条例の一部

改正について、議案第35号令和６年度逗子市一般会計補正予算（第２号）、陳情第８号教職

員定数改善の推進および教育予算の拡充を求める2025年度政府予算についての陳情に関する

審査のため、教育部関係職員が出席いたしました。審査終了後の表決では、補正予算及び逗

子市子ども・子育て会議条例の一部改正は全会一致で可決承認、陳情は賛成少数で不了承と

なりました。 

11日には指定放課後等デイサービス事業所海山時間の不正請求等に関する調査特別委員会

が開催され、当該不正請求等に関する調査のため、教育部関係職員が出席いたしました。 

18日に本会議が再開され、議案第35号令和６年度逗子市一般会計補正予算（第２号）を含

む議案は、いずれも原案が可決されました。 

その後、一般質問に移行し、菊池議員から学校教育について、田幡議員から学校図書につ

いて及び支援教育について、19日には橋爪議員から保育園民営化方針について、生活保護世

帯学習支援について、桑原議員から市内子ども・子育て施設の自然災害対応について、幼保

小の架け橋プログラムについて、こども計画について、桐ケ谷議員から不登校生徒について、 

江渕議員から子宮頸がん予防について、20日には丸山議員から災害対策について、憲政の神

様尾崎行雄について、砲台に消えた子ども達について、独立記念日について、自殺対策につ

いて、スポーツについての質問が行われ、市長、教育長、及び部長が答弁いたしました。 

その後、追加案件の表決等が行われ、市議会第２回定例会は閉会となりました。 

次回市議会第３回定例会は９月３日に招集される予定です。 
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以上で御報告を終わります。 

○大河内教育長 

本件について御質疑、御意見はございませんでしょうか。よろしいですか。 

 以上で教育長報告事項についてを終わります。 

 

◎日程第３「報告第14号議案（令和６年度逗子市一般会計補正予算（第２号））作成に関する

逗子市教育委員会の意見聴取に対する回答について」 

○大河内教育長 

 続いて、日程第３「報告第14号議案（令和６年度逗子市一般会計補正予算（第２号））作

成に関する逗子市教育委員会の意見聴取に対する回答について」を議題といたします。 

 事務局より説明をお願いいたします。 

○雲林教育部次長 

日程第３報告第14号議案（令和６年度逗子市一般会計補正予算（第２号））作成に関する

逗子市教育委員会の意見聴取に対する回答について御報告いたします。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第29条の規定に基づき、市長から議案作成につ

いて意見を求められ、その回答に緊急を要したため、逗子市教育委員会教育長に委任する事

務等に関する規則第３条第１項の規定に基づき、教育長の臨時代理により別紙のとおり回答

をいたしましたので、同条第２項の規定に基づき報告し、承認を求めるものです。 

 それでは、議案の歳出より御説明いたしますので、逗子市一般会計補正予算に関する説明

書の12ページ、13ページをお開きください。 

 第９款教育費、第１項教育総務費、第３目教育指導費につきましては、支援教育充実事業

で今年度に小学校１校・中学校３校の支援教室を実施する経費の内、新規配置校分の整備経

費が教育支援体制整備事業費補助金の補助対象となるため、財源更正するものです。 

続きまして、議案の歳入を御説明いたしますので、説明書の４ページ、５ページをお開き

ください。 

第15款国庫支出金、第２項国庫補助金、第６目教育費国庫補助金、第１節教育総務費補助

金、説明欄１、教育支援体制整備事業費補助金につきましては、歳出で御説明しました支援

教育充実事業に充当する財源として200万円を計上するものです。 

以上で御報告を終わります。 

○大河内教育長 
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 すでに委員の皆様には、学校で校内支援センターまたはサポートルームを御覧いただいて

おりますので、説明の中で思い浮かんだことと思います。 

本件について、御質疑、御意見はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

  以上で日程第３「報告第14号」を終わります。 

 

◎日程第４「その他」 

○大河内教育長 

 日程第４「その他」を議題といたします。 

 その他、議事として何かありますか。 

○雲林教育部次長 

 本日予定している案件は以上でございます。 

○大河内教育長 

 明後日の海開きの件で情報ありましたらお願いします。学校教育課わかりますか。 

○小野教育部参事 （学校教育担当） 

逗子小学校それから池子小学校、沼間小学校の一部の児童が、学年単位でプログラム学習

と兼ねて海開きの方に参加する予定です。以上です。 

○大河内教育長 

今までは逗子小学校１校でしたので、海の学習も含めて、複数の小学校が海開きに参加す

るということですのでご承知おきください。 

そのほかございますか。 

 それでは、委員の皆様方から何かございますか。よろしいですか。 

 ないようですので、「その他について」を終わります。 

 次回の定例会についてですが、７月10日（水曜日）午後２時30分からを予定しております

が、決定については改めて各委員に御通知申し上げます。 

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。これをもちまして教育委員会６月定例会を終

了いたします。ありがとうございました。 

 


